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滋賀県最低賃金の改正答申について 

     40 円引き上げて、時間額 967 円に      
 

 

 

 

 

 

 

滋賀地方最低賃金審議会（会長 平井 建志）は、本年７月５日(水)に滋賀労働

局長（小島 裕）から「滋賀県最低賃金の改正決定について」の諮問を受け、滋賀

県最低賃金専門部会を設置して調査審議を重ねてきた結果、８月７日(月)、滋賀労

働局長に対し｢時間額 967 円｣とする旨の答申を行った。 

この「時間額 967 円」は、現行の滋賀県最低賃金(時間額 927 円)を「40 円」引き

上げるものであり、引上額、引上率ともに過去最大となっている。 

滋賀地方最低賃金審議会においては、滋賀県の経済実勢や現下の雇用・経済状況

等を踏まえて慎重な審議を重ね、答申をまとめたものである。 

今後は、この答申内容についての公示などの諸手続を経て、滋賀県最低賃金が改

正されることとなる（10 月上旬の効力発生を予定。）。 
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滋賀地方最低賃金審議会は、8 月 7 日(月)、滋賀労働局長に対し、

滋賀県最低賃金を 40 円引き上げて、時間額 967 円に改正決定す

ることが適当であるとの答申を行った。 
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【参考】 

 

 

１ 滋賀県最低賃金額の推移 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

最低賃金額 866 円 868 円 896 円 927 円 967 円 

引 上 額 27 円 2 円 28 円 31 円 40 円 

引 上 率 3.22％ 0.23％ 3.23％ 3.46％ 4.31％ 

 

 

２ 最低賃金制度とは 

最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使

用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度

である。 

仮に、最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無

効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。 

最低賃金には、産業にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府

県別の「地域別最低賃金」と特定の産業に働く労働者に適用される「特定(産業別)

最低賃金」の２種類がある。 

 

 

３ 最低賃金法（抜粋） 

（地域別最低賃金の原則） 

第 9 条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最

低賃金（一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。）は、あまねく全国各

地域について決定されなければならない。 

2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の

賃金支払能力を考慮して定めなければならない。 

3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低

限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮す

るものとする。 
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４ 地域別最低賃金の決定の仕組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

滋賀地方最低賃金審議会 

答 申 

滋賀労働局長 

答申要旨の公示(15 日間) 

滋賀労働局長の改正決定 

決定の公示(官報に掲載) 

公示期間中に異議申出があった場合、滋賀地方最低

賃金審議会で異議の取扱いについて審議 

効 力 の 発 生 
（30 日経過後） 

滋賀労働局長の諮問 

滋賀地方最低賃金審議会 

調査審議 

意見書提出の公示 

意見書の提出 

関係労使の意見聴取 
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平井 滋賀地方最低賃金審議会会長から小島 滋賀労働局長へ答申 
 

 
       平井会長                小島局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


